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国の重点支援地方交付金活用事業 

上越市省エネ設備導入事業補助金 

 募集要領  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

上越市 産業部 産業政策課 産業振興係 

 

○募集期間 

令和８年 ３月 ２日（月）から ６月３０日（火）まで 

に必要書類を用意し申請してください。【必着】 

※先着順。期間内でも募集を締め切ることがあります。 

※交付は、一事業者につき当年度 1回限りです。 
 
 
○申請手続き方法等、事業全般のご相談・お問合せ先 

  申請書類は、上越市電子申請システムまたは郵送や窓口への持参により 

提出してください。 

 

   上越市 産業部 産業政策課 産業振興係 

    〒943-8601 上越市木田 1-1-3 木田第二庁舎 2階 

    電 話 ０２５－５２０－５７２９（直通） 
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１ 事業目的  

エネルギー価格の高騰による経費負担の軽減を図るため、省エネ設備を導入する中

小企業者等を支援することを目的とします。 

  

 ２ 補助対象者  

次のいずれも満たす中小企業者等※が対象となります。 

 

⑴ 市内に主たる事務所又は事業所を有すること 

区分 住所要件 

法人 登記簿上の本店所在地 

個人事業主 

（いずれか） 

確定申告書の事業所所在地 

開業届書の納税地 

住民票 

 

 ⑵ 市税を滞納していないこと 

    

※ 中小企業者等の定義 

  次に該当する中小企業者、農林水産事業者及び公益法人等をいいます。 

・中小企業者…中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項

に規定する中小企業者 

・農林水産事業者…農林水産業を営む人及び団体で、その成果物を有価で販売し

ているもの 

・公益法人等…法人税法（昭和４０年法律第３４条）別表第２に規定する公益法

人等並びに営利型法人に該当する一般財団法人及び一般社団法人 

   ただし、次に該当する人及び団体は対象外です。 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者 

・政治活動、宗教活動を目的とした事業を営む人及び団体 

・上越市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年上越市条例第３４号）第

２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、暴力団又は暴

力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの 

・上記事業者のほか、本支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が特に認める

もの 
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■中小企業者の業種・規模 

 

会社又は個人事業主（法第２条第１項１号又は２号に定める者） 

業種 
資本金の額又は 

出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

製造業、建設業、運輸業その他業種（以

下の業種を除く） 
3億円以下 300人以下 

ゴム製品製造者（自動車又は航空機用タ

イヤ及びチューブ製造業並びに工業用

ベルト製造業除く） 

3億円以下 900人以下 

卸売業 1億円以下 100人以下 

サービス業 5,000万円以下 100人以下 

小売業、飲食サービス業 5,000万円以下 50人以下 

ソフトウェア業、 

情報報告処理サービス業 
3億円以下 300人以下 

旅館業 5,000万円以下 200人以下 

 

組合（法第２条第１項第３号又は第４号、第７号から第１１号に定める者） 

組合の名称 対象の要件 

中小企業等協同組合（事業協同組合、事業

協同小組合、火災共済協同組合、信用協同

組合、協同組合連合会、企業組合）、 

農業協同組合（同連合会）、水産業協同組

合、森林組合（同連合会）、生産森林組合、 

商店街振興組合（同連合会）、 

消費生活協同組合（同連合会） 

次の「いずれか」を満たす者 

・特定事業を行うもの 

・構成員の三分の二以上が特定事業を行

う者であるもの 

協業組合 特定事業を行うもの 

商工組合（同連合会） 

次の「いずれか」を満たす者 

・特定事業を行うもの 

・構成員が特定事業を行う者であるもの 

生活衛生同業組合（同連合会）、生活衛生

同業小組合 

 

次の「両方」を満たす者 

・特定事業を行うもの又は、その構成員が

特定事業を行う者であるもの 

・直接又は間接の構成員の三分の二以上

が資本金 5,000 万円(卸売業 1 億円)以下

又は従業員数 50人(卸売業 100人)以下 

 

 

 

 



- 4 - 

 

組合の名称 対象の要件 

酒造組合（同連合会、同中央会）、 

内航海運組合（同連合会） 

直接又は間接の構成員の三分の二以上が

資本金3億円以下の法人又は従業員数300

人以下 

酒販組合（同連合会、同中央会） 

直接又は間接の構成員の三分の二以上が

資本金 5,000 万円（卸売業 1 億円）以下

の法人又は従業員数 50人（卸売業 100人）

以下 

特定事業とは、次に掲げる業種「以外」の業種をいう。 農業、林業（素材生産業及び素材

生産サービス業を除く。）、漁業、金融・保険業（保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。） 

 

医業を主たる事業とする法人（法第２条第１項５号に定める者） 

業種 
資本金の額又は 

出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

医業 - 300人以下 

 

特定非営利活動法人（法第２条第１項第６号に定める者） 

対象事業者 従業員数 

小売業を主たる事業とする事業者 50人以下 

卸売業又はサービス業を主たる事業とす

る事業者 
100人以下 

その他の業種を主たる事業とする事業者 300人以下 

 

公益法人等（法人税法別表第 2に規定するもの）の主な対象 

学校法人、社会福祉法人、公益財団法人、公益社団法人、商工会議所、商工会など 
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 ３ 補助対象事業  

市内の事務所又は事業所において事業用に供することを目的として実施する事業で、次

に掲げるものとします。なお、②～④の事業で導入する設備は、新品のものに限ります。 

事業名 ※対象としないもの 

①ＬＥＤ対応ではない灯具からＬＥＤ照明

への入替えを行う事業 
・電球等のみの交換 

②空調設備の入替えを行う事業 
・ストーブやスポットクーラーなどの

移設が容易なもの 

③冷蔵設備（冷凍設備を含む）の入替えを行

う事業 

・従業員の福利厚生を目的として設置

しているもの 

④ボイラ又は給湯器の入替えを行う事業 ・小型（瞬間）湯沸かし器 

※いずれも市内事業者への発注を原則とします。ただし、設備の特殊性等によりや

むを得ない場合は、この限りではありません。 

※補助金の交付は、一事業者につき事業ごとに 1回限りです（過去に補助を受けた

事業を含みます。）。 

※申請は、一事業者につき当年度 1回限りです。 

 ※リース品は対象外です。 

※国、都道府県、市町村その他公的制度による補助金等の交付を受けた事業は対象

外です。 

 

 ４ 補助対象経費  

補助対象経費 補助金額 

・設計費 

・設備費（機械装置の購入、製造等） 

・工事費（配管や配電等の工事、機械装置の運搬・据付、

既存設備の撤去及び廃棄処分） 

対象経費の２分の１ 

上限：２５万円 

※必ず事業を行う前に申請し、補助金の交付決定を受けてから着手（発注・契約等）

してください。 

※補助対象額は税抜きです。 
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 ５ スケジュール  

⑴ 募集期間 

令和８年３月２日（月）から令和８年６月３０日（火）まで【必着】 

    ※先着順。期間内でも募集を締め切ることがあります。 

※申請書類受付後（書類不備、不足がない状態）、2～3週間程度で交付決定を行い

ます。 

    ※令和９年２月１０日（水）までに実績報告が提出可能な事業が補助の対象です。 

    

⑵ 交付決定後の流れ 

①補助事業の着手（発注、契約等の開始） 

②補助事業の完了 

③実績報告書の提出 

④市による実績報告書の審査 

⑤補助金の支払い 

 

⑶ 実績報告書の提出期限 

事業完了後１４日以内又は令和９年２月１０日（水）のいずれか早い日  
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 ６ 申請から補助金支払いまでの流れ  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①申請書類作成

及び申請

②申請書類審査

③交付決定

④事業実施

⑤実績報告

⑥実績報告審査

⑦交付確定

⑧補助金交付請求書の
提出

⑨補助金の交付

実績報告書類の提出後、実施した事業内容が適正か、市で審

査を行います。 

事業完了後 2 週間以内に、実績報告書類を産業政策課へ提出

してください。最終報告期限は令和 9 年 2 月 10 日（水）で

す。 

書類審査後、申請内容が適切と認められる場合は、予算の範

囲内で補助金の交付を決定します。 

申請書類を作成し、必要書類が揃っているかを確認の上、上

越市電子申請システムや郵送、窓口への持参により、産業政

策課へ提出してください。 

申請書受付後、市で書類審査を行います。また、必要に応じ、

申請書類の記載内容等について申請者へ確認します。 

実績報告書類の審査後、市が補助金の交付を確定します。実

績報告に基づき、補助金を減額することもあります。 

市から交付確定の連絡があり次第、補助金交付請求書（市所

定様式）を作成し、産業政策課へ提出してください。 

交付決定後、事業を実施してください。交付決定前に着手し

た事業は補助対象外となります。申請書記載の予算額や内容

を一部変更する場合、変更承認申請が必要になることがあり

ますので、変更前に産業政策課に相談してください。 

市へ請求書の提出後 2～3 週間程度で、補助金額を金融機関

口座へ振り込みます。 
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 ７ 申請方法  

下記の募集期間内に、必要な書類を上越市電子申請システムまたは郵送や窓口への持

参により産業政策課へ提出してください。 

○募集期間 

令和８年３月２日（月）から令和８年６月３０日（火）まで【必着】 

※先着順。期間内でも募集を締め切ることがあります。 

○提出書類 

以下の書類を提出してください。 

なお、【指定様式】はいずれも上越市ホームページからダウンロードできます。 

■上越市ホームページ「省エネ設備導入事業補助金の募集」 

   h t t p s : / / w w w . c i t y . j o e t s u . n i i g a t a . j p / s o s h i k i / s a n g y o u / s h o e n e s e t s u b i . h t m l  

 

 
書 類 名 

指定 

様式 
説 明 

１ 
第 1号様式 

「補助金交付申請書」 
あり 

・「記載例」を確認いただき、作成してくださ

い。 

２ 第 2号様式「誓約書」 あり 
・項目を必ずお読みになった上で、確認欄に

チェックを入れてください。 

３ 

直近の確定申告書又は登

記簿謄本（法人）、開業届

出書（個人）の写し 

なし 
・補助対象者の確認のため、いずれかの書類

の写しを提出してください。 

４ 
補助対象経費に係る 
明細付き見積書の写し 

なし 

・明細付き見積書の写し等、事業費積算の根

拠となるものを提出してください。 

※明細が付いていない見積書は不可 

・原則、市内事業者から徴取してください。 

５ 
事業実施前の工事予定

箇所及び設備等の写真 
あり 

・写真データ添付様式を活用してください。 

・工事予定箇所（部屋の全景）、既存設備（設

備全体、型番）の写真を添付してください。 

・導入予定品のカタログを添付してくださ

い。 

・様式の実施場所欄に入替場所（事務所、工

場など）を記載するほか、実施内容欄に既

存設備の台数・型番、入替台数等を記載し

てください。 

６ 
その他市長が必要と認め

る書類 
－ 

・上記に加え、別途市から書類等の提出を依

頼することがあります。 

※事業内容（補助対象経費の金額や導入設備等）は原則、申請時と実績報告時で変更す

ることはできません。 

やむを得ず、事業内容の変更が生じる場合は、必ず、産業政策課に事前（変更前）に

相談してください。変更承認申請が必要になる場合があります。  
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 ８ 審査後の流れについて  

 ※ ６ 申請から補助金支払いまでの流れ もご確認ください。 

⑴ 申請書受付後、随時審査を行い、採択した事業について補助金の交付決定を

行います。 

⑵ 交付決定通知の日付以降に、事業を開始してください。 

⑶ 申請時の事業内容（補助対象経費の金額や導入設備等）に変更が生じる場合

は必ず産業政策課へ事前に相談してください。変更承認申請が必要になる場合

があります。（ ９ 変更承認申請について  参照） 

⑷ 事業の完了日から 14 日経過する日または令和９年２月１０日（水）のいず

れか早い日までに実績報告書等を産業政策課へ提出してください。 

 ※事業の完了日とは、「全ての経費の支払が完了した日」又は「工事が終わった

日」のうち、いずれか遅い日を指します。 

⑸ 実績報告書等の審査を行い、交付する補助金額を確定します。 

※交付決定に当たり、実施方法について市が条件を付す場合があります。 

 

 

 ９ 変更承認申請について  

申請時の内容に変更が生じる場合は必ず産業政策課へ事前に相談してください。変更

前に変更承認申請が必要になる場合があります。 

 ※本体設備の種類や型番、数量の変更は、変更前に変更承認申請が必要です。 

※変更承認申請により、原則補助対象経費総額を増額しても、補助金額は、交付決定

額から増額できません。 
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 １０ 実績報告について  

以下の書類を提出してください。 

なお、【指定様式】はいずれも上越市ホームページからダウンロードできます。 

■上越市ホームページ「省エネ設備導入事業補助金の募集」 

h t t p s : / / w w w . c i t y . j o e t s u . n i i g a t a . j p / s o s h i k i / s a n g y o u / s h o e n e s e t s u b i . h t m l  

 

 
書 類 名 

指定 

様式 
説 明 

１ 

規則第 3号様式 

「補助事業実績報告

書」 

あり 
・「記載例」を十分確認いただき、作成してく

ださい。 

２ 

補助対象経費に係る「請
求書」（請求明細付きの
ものに限る。）及び「領

収書等」の写し 

なし 

・請求明細付き請求書と領収書等が必要で

す。（請求明細が付いていない請求書は不

可。） 

・「領収書等」とは、金融機関の振込明細書（本

人控え）のコピー、金融機関口座の通帳の

コピー、領収書を指します。 

３ 
事業実施後の工事箇所及

び設備等の写真 
あり 

・写真データ添付様式を活用してください。 

・工事実施箇所の写真（実施前との比較がで

きるもの）や、導入設備の型番等が確認で

きる写真または保証書等を提出してくださ

い。 

・様式の実施場所欄に入替場所（事務所、工場

など）を記載するほか、実施内容欄に導入

設備の台数・型番等を記載してください。 

４ 
その他市長が必要と認め

る書類 
－ 

・上記に加え、別途市から書類等の提出を依

頼することがあります。 

  ※実績報告書類の審査後、補助金の交付を確定し、補助金額を指定の口座へ振り込

みます。 

 

 

 １１ 注意事項  

⑴ 他の補助金との併用について 

国、都道府県、他の市区町村等から、本補助金と同じ趣旨の補助金を受けて

事業を実施する場合は、本補助金の補助対象とはなりません。 

⑵ 補助金の返還について 

    交付対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交

付決定を取り消すこととし、補助金の返還を求めます。 

 


